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厚
生
労
働
省
が
６
月
３
日
、
年
金
の

財
政
検
証
結
果
を
発
表
し
た
。
同

検
証
は
、年
金
の
財
政
状
況
を
見
通
し
て
、

健
全
性
を
確
認
す
る
作
業
だ
。

　

年
金
財
政
の
見
通
し
は
、
将
来
の
前
提

を
ど
う
設
定
す
る
か
で
結
果
が
大
幅
に
異

な
る
。
特
に
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
っ
て
日

本
経
済
の
長
期
的
な
姿
が
変
わ
る
の
か
、

変
わ
る
な
ら
ど
の
よ
う
な
姿
に
な
る
の
か

が
論
点
で
あ
ろ
う
。

　

表
が
今
回
の
検
証
で
厚
労
省
か
ら
示
さ

れ
た
経
済
前
提
と
な
る
。
実
質
経
済
成
長

率
が
高
ま
る
ケ
ー
ス
か
ら
マ
イ
ナ
ス
成
長

の
ケ
ー
ス
ま
で
８
通
り
設
定
さ
れ
た
（
前

回
２
０
０
９
年
検
証
は
３
通
り
）。

　

年
金
の
長
期
計
算
に
お
い
て
は
、
物
価

上
昇
率
、
賃
金
上
昇
率
、
年
金
積
立
金
管

理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
が

行
っ
て
い
る
積
立
金
の
運
用
利
回
り
の
三

つ
の
仮
定
が
重
要
だ
が
、
今
回
の
検
証
で

は
、
よ
り
ベ
ー
ス
と
な
る
経
済
状
況
に
つ

い
て
、
特
に
女
性
や
高
年
齢
者
の
労
働
力

率
が
高
ま
る
ケ
ー
ス
と
現
状
が
続
く
ケ
ー

ス
が
設
定
さ
れ
た
。
労
働
力
率
と
は
15
歳

以
上
人
口
に
占
め
る
労
働
力
人
口
（
就
業

者
＋
完
全
失
業
者
）
の
割
合
で
あ
る
。

労
働
力
人
口
で
変
わ
る

　

ポ
イ
ン
ト
は
、
労
働
市
場
へ
の
参
加
が

進
む
ケ
ー
ス
で
は
、
30
年
ま
で
６
０
０
０

万
人
前
後
の
労
働
力
人
口
が
維
持
さ
れ
る

（
13
年
時
点
で
は
６
５
７
７
万
人
）と
同
時

に
、
経
済
全
体
の
生
産
性
や
効
率
性
を
示

す
「
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）」
の
上
昇

率
が
高
位
と
な
る
仮
定
で
あ
る
点
だ
。

　

労
働
力
率
の
高
低
は
一
義
的
に
は
労
働

力
の
頭
数
の
問
題
で
あ
る
た
め
、
Ｔ
Ｆ
Ｐ

と
の
間
に
直
接
的
な
関
係
は
な
い
。た
だ
、

女
性
や
高
年
齢
者
の
労
働
力
率
を
政
策
的

に
高
め
て
い
く
こ
と
で
、
多
様
性
が
深
ま

っ
た
り
競
争
力
が
強
ま
っ
た
り
し
て
生
産

性
が
高
ま
り
、
自
律
的
に
労
働
需
要

が
創
出
さ
れ
る
と
い
う
好
循
環
の
実

現
を
想
定
し
て
い
る
と
解
釈
で
き

る
。

　

Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
率
が
高
ま
っ
て
い
け

ば
、
実
質
賃
金
上
昇
率
や
実
質
運
用

利
回
り
も
そ
れ
に
応
じ
て
高
ま
る
。

そ
う
し
た
状
況
で
は
企
業
の
生
産
面

を
み
た
経
済
の
供
給
側
だ
け
で
な

く
、
消
費
や
投
資
な
ど
の
需
要
側
も

堅
調
に
推
移
し
て
い
る
は
ず
だ
か

ら
、
経
済
の
体
温
で
あ
る
物
価
上
昇

率
も
あ
る
程
度
の
強
さ
が
見
込
ま
れ

る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
前
提
に
つ
い
て
は
、
楽

観
的
だ
と
い
う
批
判
が
多
い
。
労
働

力
率
を
高
め
る
に
は
社
会
構
造
の
変

革
を
伴
う
必
要
が
あ
り
、
Ｔ
Ｆ
Ｐ
上

昇
率
を
ど
こ
ま
で
高
め
ら
れ
る
か
は

不
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
済
前

提
は
、
経
済
金
融
の
専
門
家
に
よ
る

財政検証で示された8通りの経済前提� （単位：％）

ベースとなる経済状況の仮定 経済前提 参考

労働力率

全要素
生産性
（TFP）
上昇率

実質経済
成長率

（24年度以降
20〜30年）

物価
上昇率

実質賃金
（物価で測っ
た賃金）の
上昇率

運用利回り
名目賃金
上昇率

名目運用
利回り

物価で測った
「実質」
運用利回り

賃金で測った
「実質的な」
運用利回り

ケースA
労働市場へ
の参加が進
むケース

1.8 1.4 2.0 2.3 3.4 1.1 4.3 5.4
ケースB 1.6 1.1 1.8 2.1 3.3 1.2 3.9 5.1
ケースC 1.4 0.9 1.6 1.8 3.2 1.4 3.4 4.8
ケースD 1.2 0.6 1.4 1.6 3.1 1.5 3.0 4.5
ケースE 1.0 0.4 1.2 1.3 3.0 1.7 2.5 4.2
ケースF 労働市場へ

の参加が進
まないケース

1.0 0.1 1.2 1.3 2.8 1.5 2.5 4.0
ケースG 0.7 ▲0.2 0.9 1.0 2.2 1.2 1.9 3.1
ケースH 0.5 ▲0.4 0.6 0.7 1.7 1.0 1.3 2.3
（注）2024年度以降の長期の前提。足元から23年度までは「中長期の経済財政に関する試算」（内閣府、14年1月）における「経済再生ケース」がケー

スA〜Eに、「参考ケース」がケースF〜Hに相当。名目賃金上昇率と名目運用利回りは実質ベースの数値から大和総研で計算した。▲はマイナス
（出所）厚生労働省「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」（14年6月3日）より大和総研作成

公
的
年
金
財
政
検
証

厚
労
省
検
証
で
着
目
す
べ
き
は

「
現
役
収
入
の
50
％
割
れ
」試
算

鈴す
ず
き木　

準ひ
と
し

（
大
和
総
研
調
査
提
言
室
長
）

５
年
に
１
度
、
厚
生
労
働
省
が
行
う
年
金
財
政
検
証
の
結
果
が
出
た
。

「
現
役
収
入
の
50
％
維
持
」
が
可
能
か
が
注
目
さ
れ
る
が
、改
革
論
議
を

巻
き
起
こ
す
た
め
の
「
50
％
割
れ
」
試
算
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
。
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委
員
会
で
の
議
論
を
経
て
決
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
安
倍
政
権
が
進
め
て
い
る
経

済
政
策
が
目
指
す
方
向
性
と
も
お
お
む
ね

整
合
的
と
言
え
る
。
こ
の
前
提
が
楽
観
的

で
あ
る
か
ど
う
か
の
評
価
は
、
現
政
権
の

経
済
政
策
の
帰き
す
う趨

を
ど
う
予
測
す
る
か
と

い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。

　

ケ
ー
ス
Ａ
や
Ｂ
の
よ
う
に
、
１
％
台
半

ば
以
上
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
率
を
維
持
す
る
の

は
か
な
り
難
し
い
の
は
確
か
だ
。
他
方
、

今
後
１
０
０
年
を
視
野
に
入
れ
た
超
長
期

の
議
論
に
際
し
て
、
前
提
と
し
て
１
％
前

後
を
仮
定
す
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
。

　

１
％
前
後
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
率
や
実
質
賃

金
上
昇
率
を
想
定
し
て
い
る
ケ
ー
ス
Ｄ
、

Ｅ
、
Ｆ
で
あ
れ
ば
、
年
金
が
破
綻
す
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
を
検
証
結
果
は
示
し
て

い
る
。
09
年
の
時
と
異
な
り
、
今
回
は
い

ず
れ
を
基
本
ケ
ー
ス
と
す
べ
き
か
明
確
で

な
い
が
、
ケ
ー
ス
Ｅ
が
09
年
検
証
時
の
基

本
ケ
ー
ス
と
か
な
り
近
い
。

　

こ
れ
を
基
本
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
、上
方・

下
方
の
リ
ス
ク
を
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と

思
わ
れ
る
。

運
用
利
回
り
は「
実
質
」が
重
要

　

名
目
運
用
利
回
り
の
仮
定
を
も
っ
て
、

「
運
用
利
回
り
目
標
が
高
過
ぎ
る
」と
い
う

批
判
も
聞
か
れ
る
。
し
か
し
、
賃
金
が
上

昇
し
な
け
れ
ば
将
来
の
給
付
も
そ
の
分
増

加
し
な
い
か
ら
、
重
要
な
の
は
賃
金
で
実

質
化
し
た
利
回
り
で
あ
る
。
表
で
、
賃
金

で
測
っ
た
「
実
質
的
な
運
用
利
回
り
」
を

み
る
と
、
例
外
的
に
Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
率
と
比

例
的
な
関
係
に
な
い
点
が
興
味
深
い
。

　

こ
れ
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
率
が
高
ま
っ
た

時
の
賃
金
と
金
利
の
上
が
り
方
が
異
な
る

た
め
だ
が
、
ケ
ー
ス
Ｅ
の
場
合
、
８
通
り

の
中
で
最
も
高
い
１
・
７
％
の
「
実
質
的

な
運
用
利
回
り
」
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
開
示
資
料
に
よ
る

と
、
実
質
的
な
運
用
利
回
り
の
実
績
は
、

独
立
行
政
法
人
化
さ
れ
た
06
年
度
以
降
７

年
間
の
平
均
で
は
賃
金
の
低
迷
も
あ
っ
て

１
・
99
％
だ
っ
た
。
労
働
力
人
口
減
少
で

賃
金
上
昇
率
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る

中
、
長
期
に
１
・
７
％
を
上
回
る
こ
と
が

見
込
め
る
か
ど
う
か
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
運
用
改

革
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

　

今
回
の
財
政
検
証
で
は
、
所
得
代
替
率

が
50
％
を
下
回
る
各
種
試
算
が
数
多
く
示

さ
れ
た
。
代
替
率
の
見
通
し
は
検
証
結
果

で
最
も
注
目
さ
れ
る
重
要
な
指
標
だ
。

　

所
得
代
替
率
（
以
下
、代
替
率
）
と
は
、

現
役
男
子
の
平
均
的
な
手
取
り
収
入
に
対

す
る
、
受
給
開
始
時
の
「
モ
デ
ル
年
金
」

の
割
合
を
い
う
。
モ
デ
ル
年
金
と
は
、
夫

が
平
均
賃
金
で
厚
生
年
金
に
40
年
間
加
入

し
、
妻
が
40
年
間
専
業
主
婦
で
あ
っ
た
場

合
の
夫
婦
２
人
の
年
金
額
（
夫
婦
２
人
の

基
礎
年
金
〈
厚
生
年
金
の
１
階
部
分
や
国

民
年
金
〉
と
夫
の
報
酬
比
例
年
金
〈
厚
生

年
金
の
２
階
部
分
〉
の
合
計
）
で
あ
る
。

　

現
在
の
公
的
年
金
は
、
①
現
役
世
代
が

払
う
保
険
料
を
少
し
ず
つ
上
げ
て
い
き
、

17
年
に
厚
生
年
金
は
年
収
の
18
・
３
％
、

国
民
年
金
は
月
１
万
６
９
０
０
円
（
04
年

度
価
格
）
で
料
率
を
固
定
す
る
、
②
給
付

に
つ
い
て
は
、
財
政
上
の
均
衡
を
維
持
す

る
た
め
の
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」
に

よ
っ
て
給
付
水
準
の
上
昇
を
抑
制
す
る
、

③
各
時
点
か
ら
み
て
お
お
む
ね
１
０
０
年

間
で
財
政
均
衡
を
図
れ
る
範
囲
で
積
立
金

を
活
用
す
る
─
─
と
い
う
設
計
に
な
っ
て

い
る
。

　

公
的
年
金
は
、
現
役
世
代

の
賃
金
を
賦
課
ベ
ー
ス
に
し

た
保
険
料
を
、
そ
の
時
点
の

引
退
世
代
の
年
金
給
付
に
充

て
る
賦
課
方
式
で
運
営
さ
れ

て
い
る
。
本
来
的
な
意
味
で

の
積
み
立
て
方
式
と
は
異
な

る
が
、
高
め
に
保
険
料
率
を

設
定
し
て
い
た
時
代
に
蓄
積

さ
れ
て
き
た
一
定
の
積
立
金

を
、
将
来
の
保
険
料
負
担
の

代
替
と
し
て
利
用
す
る
計
算

に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を

前
提
に
、
モ
デ
ル
年
金
の
代

替
率
50
％
超
が
「
将
来
に
わ
た
り
確
保
さ

れ
る
」
旨
、
法
律
が
規
定
し
て
い
る
。

代
替
率
低
下
シ
ナ
リ
オ
の
意
味

　

図
に
８
通
り
の
経
済
前
提
に
基
づ
い
た

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
給
付
水
準

調
整
後
の
代
替
率
を
示
し
た
。
マ
ク
ロ
経

済
ス
ラ
イ
ド
と
は
、
年
金
の
支
え
手
が
減

る
分
と
受
給
者
の
余
命
が
延
び
る
分
だ

け
、
毎
年
の
実
質
年
金
額
を
抑
制
し
て
年

金
財
政
の
持
続
性
を
維
持
す
る
仕
組
み
で

あ
る
。
代
替
率
は
経
済
前
提
が
か
な
り
良

好
で
も
50
％
を
維
持
が
ぎ
り
ぎ
り
に
な
り

そ
う
な
微
妙
な
指
標
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
注
意
し
た
い
の
は
、
50
％
を

維
持
で
き
な
い
ケ
ー
ス
は
、
長
期
的
な
財

政
均
衡
が
図
れ
る
よ
う
、
給
付
水
準
を
機

械
的
に
引
き
下
げ
た
場
合
で
あ
る
と
い
う

62.7

50.9 50.9 51.0 50.8 50.6

45.7

42.0

35～37

30

40

50

60

（％）
各ケースで異なる所得代替率の見通し
(カッコ内は給付水準調整の終了年度)

（注）各ケースの内容は87ページの表を参照。人口は出生中位、死亡中位の前
提。いずれも経済変動がない前提。50％を下回っているケースは、財政バラ
ンスが取れるまで機械的に給付水準調整を進めた場合の数値（ケースH
は国民年金の積立金が55年度に枯渇）

（出所）厚生労働省「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」
（14年6月3日）より大和総研作成

ケ
ー
ス
Ｈ

（ 

－ 

）
ケ
ー
ス
Ｇ

（
58
年
度
）

ケ
ー
ス
Ｆ

（
50
年
度
）

ケ
ー
ス
Ｅ

（
43
年
度
）

ケ
ー
ス
Ｄ

（
43
年
度
）

ケ
ー
ス
Ｃ

（
43
年
度
）

ケ
ー
ス
Ｂ

（
43
年
度
）

ケ
ー
ス
Ａ

（
44
年
度
）

現
在
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点
だ
。

　

例
え
ば
、
Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
率
は
１
％
を
維

持
す
る
が
、
労
働
参
加
が
進
ま
な
い
ケ
ー

ス
Ｆ
で
は
、
財
政
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め

に
代
替
率
を
45
・
７
％
ま
で
に
引
き
下
げ

る
必
要
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
50
％

と
い
う
下
限
を
取
り
払
え
ば
、
年
金
財
政

は
何
と
か
な
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
ケ
ー
ス
Ｈ
で
は
55
年
度
に
国
民

年
金
の
積
立
金
が
底
を
つ
き
、
完
全
な
賦

課
方
式
に
移
行
し
た
場
合
の
見
通
し
が
示

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
給
付
財
源
の
全

額
を
保
険
料
負
担
に
求
め
る
必
要
が
あ
る

時
、
保
険
料
率
を
固
定
し
た
ま
ま
だ
と
す

れ
ば
、
給
付
を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
っ
て

代
替
率
は
35
〜
37
％
に
引
き
下
げ
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
試
算
か
ら
は
次
の
点
が

指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
代
替
率
50
％
割
れ

や
積
立
金
ゼ
ロ
が
た
だ
ち
に
年
金
破
綻
を

意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
。そ
し
て
、

年
金
に
対
す
る
行
き
過
ぎ
た
悲
観
論
が
建

設
的
な
議
論
を
妨
げ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

今
回
の
財
政
検
証
結
果
は
、
ケ
ー
ス
Ａ

か
ら
Ｅ
で
は
代
替
率
50
％
超
を
維
持
で
き

る
と
い
う
も
の
で
、「
現
行
制
度
を
お
お
む

ね
維
持
で
き
る
確
率
は
一
定
程
度
あ
る
」

と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

れ
で
安
心
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。

　

04
年
度
に
58
・
８
％
、
09
年
度
に
62
・

３
％
だ
っ
た
厚
生
年
金
の
代
替
率
は
、
14

年
度
で
62
・
７
％
と
な
っ
た
。
た
だ
、
こ

こ
に
は
厚
生
年
金
に
公
務
員
ら
の
共
済
年

金
が
一
元
化
さ
れ
た
影
響
が
含
ま
れ
て
い

る
。
公
務
員
賃
金
は
民
間
賃
金
よ
り
も
平

均
的
に
高
い
た
め
、一
元
化
は
見
か
け
上
、

代
替
率
の
押
し
下
げ
要
因
と
な
る
。
こ
の

一
元
化
の
要
因
を
除
く
と
、
64
・
１
％
が

04
、
09
年
度
と
比
較
す
べ
き
直
近
の
代
替

率
と
な
る
。

　

代
替
率
が
09
年
検
証
時
よ
り
も
上
が
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
な
年
金
が
増

額
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
調
整

期
間
の
長
期
化
が
い
っ
そ
う
鮮
明
に
な
っ

た
。
04
年
に
は
23
年
度
に
そ
の
調
整
が
終

了
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
09
年
に
は
38

年
度
ま
で
、
今
回
は
ケ
ー
ス
Ｂ
〜
Ｅ
で
43

年
度
ま
で
続
く
と
い
う
。
特
に
、
定
額
で

あ
る
基
礎
年
金
の
調
整
が
超
長
期
に
必
要

な
事
態
と
な
っ
て
い
る
。

鍵
は
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
を
長
期
に
適
用

し
続
け
れ
ば
、
最
終
的
に
は
年
金
財
政
を

均
衡
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
調

整
の
長
期
化
は
、
将
来
の
年
金
水
準
を
引

き
下
げ
る
こ
と
に
な
り
、
年
金
不
信
の
大

き
な
原
因
で
あ
る
世
代
間
不
公
平
を
拡
大

さ
せ
る
。
年
金
を
持
続
可
能
に
す
る
た
め

に
は
将
来
の
給
付
削
減
で
は
な
く
、
現
在

の
給
付
削
減
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

年
金
制
度
を
維
持
す
る
に
は
代
替
率
の
速

や
か
な
引
き
下
げ
が
む
し
ろ
必
要
だ
。

　

現
在
の
給
付
を
削
減
す
る
議
論
は
ほ
と

ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
そ
の
代
表
例
は
、

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
が
「
名
目
の
年
金

額
」
を
減
ら
さ
な
い
範
囲
で
し
か
適
用
さ

れ
な
い
現
行
ル
ー
ル
の
見
直
し
問
題
で
あ

る
。
日
本
で
は
物
価
と
賃
金
の
低
迷
が
長

期
に
続
い
た
た
め
、
04
年
の
制
度
導
入
以

来
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
を
一
度
も
発

動
し
て
い
な
い
。
物
価
や
賃
金
の
伸
び
が

低
い
場
合
や
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
で
も
、
人

口
動
態
上
で
必
要
な

ス
ラ
イ
ド
調
整
を
完

全
に
実
施
で
き
る
よ

う
に
制
度
改
正
を
急

ぐ
必
要
が
あ
る
。

　

今
回
の
財
政
検
証

で
は
、
経
済
が
低
迷

し
て
マ
ク
ロ
経
済
ス

ラ
イ
ド
が
機
能
し
に

く
い
ケ
ー
ス
Ｇ
に
つ

い
て
、
物
価
や
賃
金

に
４
年
周
期
、
変
動

幅
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ

ス
１
・
２
％
の
景
気

の
波
を
加
え
た
場

合
、
財
政
均
衡
を
図
ろ
う
と
す
れ
ば
72
年

度
ま
で
調
整
を
続
け
る
必
要
が
あ
り
、
代

替
率
は
39
・
５
％
に
な
る
と
示
さ
れ
た
。

　

一
方
、
そ
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
を
フ
ル
に
発
動
す
れ
ば

50
年
度
に
調
整
を
終
え
、
代
替
率
の
低
下

は
44
・
５
％
に
と
ど
ま
る
と
い
う
。
こ
う

し
た
、
制
度
改
正
を
に
ら
ん
だ
試
算
が
示

さ
れ
た
点
は
評
価
さ
れ
る
。
政
府
内
部
で

法
改
正
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

報
道
は
あ
る
が
、
デ
フ
レ
下
で
ル
ー
ル
通

り
の
物
価
ス
ラ
イ
ド
す
ら
適
用
で
き
な
か

っ
た
政
治
が
、
実
質
年
金
の
切
り
下
げ
に

踏
み
込
め
る
か
注
視
し
た
い
。

　

年
金
は
現
時
点
で
破
綻
し
て
は
い
な

い
。
し
か
し
、
必
要
な
改
革
を
進
め
な
け

れ
ば
、
社
会
の
動
き
に
対
応
で
き
ず
に
維

持
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

無理が生じている
所得代替率を巡る議論

所得代替率は賃金と比較した相対的な水準感に過
ぎず、年金受給者の絶対的な生活水準や購買力

を意味するものではない。年金額を一定とした時、
経済が低迷して現役世代の賃金が下がれば代替率は
上昇する。代替率は高いほど望ましいとは限らない。
　そもそも50％を維持すると法律に書いてあるのは、
受給開始時の年金の話に過ぎない。受給開始後の毎
年の年金は物価上昇率以下でしか改定されないから、
賃金対比の給付水準は超長期的には時間の経過とと
もに低下していく。個々の受給者が直面している実
際の代替率は、50％を下回っているケースも、上回
っているケースも無数にある。代替率をカギにした
年金財政の健全性論議には無理が生じてきている。

年金制度への不安はつきない


